
凡

例

一
、
こ
の
訳
注
本
は
、

『歷
代
寳
案
』
校
訂
本
第
三
冊
　
第
二
集
巻

一
〜

一
四

(沖
縄
県
立
図
書
館
編
、
沖
縄
県
教
育
委
員
会
刊
、

一
九
九
三
年
)
を
底
本

と
す
る
。

一
、
訳
注
に
当
っ
て
は
原
典
の
文
章
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
を
む
ね
と
す
る
。
参
照
す
べ
き
文
献
が
あ
る
場
合
も
、
明
白
に
誤
字

・
脱
字
等
と
認
め
ら
れ
る
場

合
に
の
み
校
訂
を
施
し
、

『歷
代
寳
案
」
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
性
格
を
最
大
限
に
重
ん
じ
た
。

一
、
訳
文
は
次
の
通
り
と
す
る
。

1
、
各
文
書
に
簡
単
な
見
出
し
を
付
す
。

2
、
い
わ
ゆ
る
読
み
下
し
文
と
す
る
。

3
、
現
代
仮
名
遣
い
を
用
い
る
。

4
、
原
文
の
漢
字
は
な
る
べ
く
残
す
。

5
、
難
読
の
漢
字
に
ふ
り
が
な
を
付
す
。

6
、
異
字

・
俗
字

・
略
字
な
ど
は
、
原
則
と
し
て
正
字

(常
用
漢
字
を
含
む
)
、
あ
る
い
は
通
用
の
字
体
に
改
め
る
。
数
字
は
簡
略
な
表
記
と
す
る

(例

壹
↓

一
、
貮
↓
二
)
。
同
義
の
字
は
通
用
の
字
体
に
統

一
し
た
場
合
が
あ
る
。

7
、
避
諱
や
清
朝
の
政
策
に
よ
る
文
字
の
置
き
換
え
は
、
原
文
の
ま
ま
と
す
る

(夷
の

彝

へ
の
置
き
か
え
、
華
夷
＝
華

彝

、
夷
官

＝
彝

官
)
。

8
、
送
り
が
な
に
つ
い
て
は
、

一
般
的
用
法
と
異
な
る
場
合
が
あ
る
。

9
、
平
出

・抬

頭
は
と
ら
な
い
。

10
、
適
宜
改
行
す
る
。

11
、
文
字
の
大
き
さ
は
ほ
ぼ
原
文
に
し
た
が
う
。

12
、
不
明
個
所
は
、
字
数
の
判
明
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ
の
字
数
分
を

□

で
示
し
、
わ
か
ら
な
い
場
合
は

…
…
…
…

で
示
す
。

13
、
個
人
の
書
き
く
せ
な
ど
に
よ
る
明
白
な
誤
字

・
誤
用
に
は
特
に
校
訂
や
注
記
を
し
な
い
。



14
、
人
名
の
姓
ま
た
は
名
を
欠
く
も
の
で
、
判
明
す
る
も
の
に
つ
い
て
は

(
　

)
を
付
し
て
補
う
。

15、
年
号
に
は

(

　)
を
付
し
て
西
暦
を
補
う
。
た
だ
し
月
日
は
原
文
の
ま
ま
と
し
、
太
陽
暦
に
置
き
か
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
十
二
月
末
な
ど
で
、
西

暦
が
実
際
と
異
な
る
場
合
が
あ
る
。

16、
文
書
の
宛
先

・
年
月
日
記
載
の
位
置
は
必
ず
し
も
同

一
で
は
な
い
が
、
便
宜
的
に
統

一
し
て
記
す
。

一
、
注
釈
は
次
の
通
り
と
す
る
。

1
、
文
書
ご
と
に
、
文
書
に
続
け
て
付
す
。

2
、
注
は
原
則
と
し
て
再
記
し
な
い
。

3
、
琉
球
国
王

・
中
国
皇
帝

(清
代
)
は
、
在
位
年
代
、
系
譜
な
ど
を

一
括
し
て
表
記
す
る
。

4
、
注
索
引
は
各
冊
ご
と
に
つ
け
る
。

5
、
訳
注
全
般
に
参
照
し
た
辞
書

・
文
献
は
別
表
の
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
個
別
に
出
典
を
記
載
し
な
い
。
た
だ
し
必
要
な
場
合
に
は
、
(
　

)

内
に
示
し
た
略
称
に
よ
っ
て
注
記
す
る
。
な
お
、
個
々
に
参
照
し
た
研
究
書

・
論
文
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
の
個
所
に
記
す
に
と
ど
め
る
。

一
、
訳
注
は
神
田
信
夫

・
池
谷
望
子

・
高
瀬
恭
子

・
土
肥
祐
子

・
宮
田
道
昭

・
渡
辺
修
が
担
当
し
た
。



参
考
文
献

　

(

　

)
は
本
冊
で
の
略
称

諸
橋
轍
次
著

『大
漢
和
辞
典
』　

大
修
館
書
店　

一
九
八
四
年
修
訂
版

中
文
大
辞
典
編
纂
委
員
会
編

『中
文
大
辞
典
』　

台
北　

中
国
文
化
大
学
出
版
部　

一
九
七
三
年

漢
語
大
詞
典
編
輯
委
員
会
漢
語
大
詞
典
編
纂
処
編

『漢
語
大
詞
典
』　

漢
語
大
詞

典
出
版
社
　

一
九
八
五
年
-
九
四
年

愛
知
大
学
中
日
大
辞
典
編
纂
処
編

『中
日
大
辞
典
』-

大
修
館
書
店　

一
九
八
六

年
増
訂
版

井
上
翠
著

『中
国
語
新
辞
典
』　

江
南
書
院　

一
九
五
四
年

塩
谷
温
編

『新
字
鑑
』　

弘
道
館　

一
九
三
九
年

石
山
福
治
編

『中
国
語
大
辞
典
』　

国
書
刊
行
会　

一
九
七
四
年

劉
文
傑
著

『歴
史
文
書
用
語
辞
典
-
明
・
清
・
民
国
部
分
』
　
四
川
人
民
出
版
社

　一
九
八
八
年

倪
道
善
編
著

『明
清■

案
概
論
』　

四
川
大
学
出
版
社

　

一
九
九
二
年

雷
榮
厰

・姚
楽
野
著

『清
代
文
書
綱
要
』　

四
川
大
学
出
版
社
　

一
九
九
〇
年

張
我
徳
・
楊
若
荷
・裴

燕
生
編
著

『清
代
文
書
』　

中
国
人
民
大
学
出
版
社
　

一

九
九
六
年

植
田
捷
雄
他
篇

『中
国
外
交
文
書
辞
典

(清
末
編
)』
　

一
九
五
四
年　

国
書
刊

行
会
影
印
本　

一
九
八
五
年

星
斌
夫
編

『中
国
社
会
経
済
史
語
彙

(正
篇
)』
　
光
文
堂
書
店
　

一
九
六
六
年

星
斌
夫
編

『中
国
社
会
経
済
史
語
彙

(続
編
)』
　
光
文
堂
書
店
　

一
九
七
五
年

星
斌
夫

・鈴
井
正
孝
・
中
道
邦
彦
編

『中
国
社
会
経
済
史
語
彙

(三
篇
)』　

光

文
堂
書
店　

一
九
八
八
年

前
間
恭
作
遺
稿
・
末
松
保
和
編
纂

『訓
読
吏
文
　
附
吏
文
輯
覧
』　

一
九
四
二
年

国
書
刊
行
会
影
印
本　

一
九
七
五
年

『六
部
成
語
註
解
』
　
一
九
四
〇
年
　
大
安
影
印
本　

一
九
六
二
年　
浙

江
古
籍

出
版
社
標
点
本　

一
九
八
七
年

『ア
ジ
ア
歴
史
事
典
』
　
平
凡
社　

一九
五
九
-
六
二
年

『沖
縄
大
百
科
事
典
』
　
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社　

一九
八
三
年　

(『大
百
科
』)

『沖
縄
県
姓
氏
家
系
大
辞
典
』
　
角
川
日
本
姓
氏
歴
史
人
物
大
辞
典
四
七
、
角
川

書
店
　

一
九
九
二
年

譚
其
驤
主
編

『中
国
歴
史
地
図
集　

第
八
冊　

清
時
期
』
　

上
海
　

地
図
出
版
社

　一
九
八
七
年

『福
建
省
地
図
冊
』
　
福
建
省
地
図
出
版
社　

一九
九
〇
年

臧
励
龢
等
編

『中
国
古
今
地
名
大
辞
典
』　

商
務
印
書
館
　

一
九
三

一年

青
山
定
雄
著

『読
史
方
輿
紀
要
索
引
中
国
歴
代
地
名
要
覧
』　

一
九
三
三
年　

省

心
書
房
影
印
本
　

一九
七
四
年

魏
嵩
山
編

『中
国
歴
史
地
名
大
辞
典
』　

広
東
教
育
出
版
社　

一
九
九
五
年

杜
連
喆

・房
兆楹

編

『三
十
三
種
清
代
伝
記
綜
合
引
得
』
　

一
九
三
二
年
　

東
方

学
研
究
日
本
委
員
会
影
印
本　

一
九
五
九
年

『清
史
列
伝
』
　
北
京
　
中
華
書
局
点
校
本　

一
九
八
七
年

『国
朝
耆
献
類
徴
』
(初
編
)
　台
北
　
文
海
出
版
社
影
印
本　

一
九
六
六
年

A.W.Hummel (ed.), Eminent Chinese of the Ch'ing Period 

(清
代

名
人
伝
略
)

 Library of Congress, 1943〜44.

銭
実
甫
編

『清
代
職
官
年
表
』　

北
京　

中
華
書
局　

一
九
八
〇
年

臨
時
台
湾
旧
慣
調
査
会
編

『清
国
行
政
法
』
　

一
九
〇
五
-

一
五
年　

大
安
影
印

本
　

一
九
六
五
-
六
六
年



張
徳
沢
編
著

『清
代
国
家
機
関
考
略
』
　

北
京
　

中
国
人
民
大
学
出
版
社　

一
九

八

一
年

李
鵬
年
等
編
著

『清
代
中
央
国
家
機
関
概
述
』
　

北
京
　

紫
禁
城
出
版
社　

一
九

八
九
年

劉
子
揚
編
著

『清
代
地
方
官
制
考
』
　

北
京
　

紫
禁
城
出
版
社　

一
九
八
八
年

『那
覇
市
史

　資
料
篇
第

一
巻
四
　
歴
代
宝
案
第

一
集
抄
』
　

一
九
八
六
年

(『市
史
宝
案
抄
』
)

『那
覇
市
史

　
資
料
篇
第

一
巻
五
　
家
譜
資
料

(
一
)』
　

一
九
七
六
年

(『家
譜

(

一

)

』

)

『那
覇
市
史
　
資
料
篇
第
一
巻
六
　
家
譜
資
料

(二
)』
　

一
九
八
〇
年

(『家
譜

(二
)

』)

『那
覇
市
史
　
資
料
篇
第
一
巻
七
　
家
譜
資
料

(三
)』
　

一
九
八
二
年

(『家
譜

(三
)』)

『那
覇
市
史
　
資
料
篇
第
一
巻
八
　
家
譜
資
料

(四
)』
　

一
九
八
三
年

(『家
譜

(四
)』)

『中
山
世
譜
』
　
琉
球
史
料
叢
書
四
　
一
九
四
二
年
　
井
上
書
房
影
印
本　

一
九

六
二
年　

(『世
譜
』)

『
蔡鐸
本
中
山
世
譜
』　

沖
縄
県
教
育
委
員
会　

一
九
七
三
年

『中
山
世
鑑
』
　
琉
球
史
料
叢
書
五
　
一
九
四
二
年
　
井
上
書

房
影
印
本　

一
九

六
二
年

球
陽
研
究
会
編

『球
陽
・
原
文
編
』　

角
川
書
店　

一
九
七
四
年

『清
代
琉
球
国
王
表
奏
文
書
選
録
』
　
中
国
第
一
歴
史档

案
館
編　

合
肥　

黄
山

書
社
出
版　

一
九
九
七
年

中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
編
刊

『明
清
史
料
』
(甲
-
癸
編
)
一
九
三
〇
-

七
五
年
　
台
北
　
維
新
書
局
影
印
本　

一九
七
二
年

張
偉
仁
編

『明
清■

案
』
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
　

一九
八
六
年

『清
実
録
』
　
北
京
　
中
華
書
局
影
印
本　

一
九
八
五
-
八
七
年

『大
清
歴
朝
実
録
』
　
満
洲
国
国
務
院
影
印
本
　

一九
三
七
年
　
台
北　

華
文
書

局
影
印
本　

一
九
六
四
年

日
本
史
料
集
成
編
纂
会
編

『中
国

・朝
鮮
の
史
籍
に
お
け
る
日
本
史
料
集
成　

清

実
録
之
部

(
一
)』
『同
、

(二
)』
　
国
書
刊
行
会　

一
九
七
六
年

趙
爾
巽
撰

『清
史
稿
』
　
北
京　

中
華
書
局　

標
点
本　

一
九
七
七
年

国
史
館
編

『清
史
稿
校
註
』　

台
北　

国
史
館
刊　

一九
八
六
-
九
一年

『(康
煕
)
大
清
会
典
』
康
煕
二
十
九
年
　
台
北
　
文
海
出
版
社
影
印
本　

一
九

九
二
-
九
三
年

『(雍
正
)
大
清
会
典
』
雍
正
十
一
年
　
台
北
　
文
海
出
版
社
影
印
本　

一
九
九

四
年

『(光
緒
)
大
清
会
典
』
『(光
緒
)
大
清
会
典
事
例
』
『(光
緒
)
大
清
会
典
図
』

光
緒
二
十
五
年
　
北
京　

中
華
書
局
影
印
本　

一
九
九
一年

謝
道
承
等
纂
修

『福
建
通
志
』
　
乾
隆
二
年
　
江
蘇
広
陵
古
籍
刻
印
本　

一
九
八

九
年　

(『(乾
隆
)
福
建
通
志
』)

魯
曽
煜
等
纂
修

『福
州
府
志
』　

乾
隆
十
九
年　

台
北　

成
文
出
版
社　

中
国
方

志
叢
書
七
二
号　

一九
六
七
年
　

(『(乾
隆
)
福
州
府
志
』)

陳
寿
祺
等
纂
修

『福
建
通
志
』　

同
治
十
年　

台
北　

華
文
書
局　

中
国
省
志
彙

編
之
九　

一九
六
八
年　

(『(同
治
)
福
建
通
志
』)

徐
葆
光

『中
山
伝
信
録
』　

康
煕
六
十
年　

台
湾
文
献
叢
刊
第
三
〇
六
種　

一
九

七
二
年

中
川
忠
英

『清
俗
紀
聞
』　

平
凡
社　

東
洋
文
庫　

一
九
六
六
年



茅
元
儀

『武
備
志
』
　
天
啓
元
年
　
寛
文
四
年

〔
一
六
六
四
〕　

和
刻
本
影
印

汲
古
書
院
　

一
九
七
四
年

『朝
鮮
王
朝
実
録
』
韓
国
国
史
編
纂
委
員
会
　

一
九
五
五
-
五
八
年
　

太
白
山
史

庫
本



琉球国王・中国皇帝(清代)一覧表

琉球国中山王(第二尚氏王統)

代 王 名 生 没 年 　 在 位 年 代    系譜関係    冊封年・冊封使

1 尚 円 1415-1476 成化6(1470)-成化12(1476)  成化8(1472)官栄・韓文

2 尚宣威 1430-1477 成化13(1477) 尚円の弟

3 尚 真 1465-1526 成化13(1477)-嘉靖5(1526) 尚円の長子 成化15(1479)董旻・張祥

4 尚 清 1497-1555 嘉靖6(1527)-嘉靖34(1555) 尚真の第5子 嘉靖13(1534)陳侃・高澄

5 尚 元 1528-1572 嘉靖35(1556)-隆慶6(1572) 尚清の第2子 嘉靖41(1562)郭汝霖・李際春

6 尚 永 1559-1588 万暦元(1573)-万暦16(1588) 尚元の第2子 万暦7(1579)蕭崇業・謝杰

7 尚 寧 1564-1620 万暦17(1589)-泰昌元(1620) 尚真の玄孫 万暦34(1606)夏子陽・王士禎

8 尚 豊 1590-1640 天啓元(1621)-崇禎1 3(1640) 尚元の孫 崇禎6(1633)杜三策・楊掄

9 尚 賢 1625-1647 崇禎14(1641)-順治4(1647) 尚豊の第3子

10 尚 質 1629-1668 順治5(1648)-康煕7(1668) 尚豊の第4子 康煕2(1663)張学礼・王咳

11 尚 貞 1645-1709 康煕8(1669)-康煕48(1709) 尚質の長子 康煕22(1683)汪揖・林麟焻
12 尚 益 1678-1712 康煕49(1710)-康煕51(1712) 尚貞の孫

13 尚 敬 1700-1751 康煕52(1713)-乾隆16(1751) 尚益の長子 康煕58(1719)海宝・徐葆光

14 尚 穆 1739-1794 乾隆17(1752)-乾隆59(1794) 尚敬の長子 乾隆21(1756)全魁・周煌

15 尚 温 1784-1802 乾隆60(1795)-嘉慶7(1802) 尚穆の孫 嘉慶5(1800)趙文楷・李鼎元

16 尚 成 1800-1803 嘉慶8(1803) 尚温の長子

17 尚 灝 1787-1834 嘉慶9(1804)-道光14(1834) 尚穆の孫 嘉慶13(1808)斉鯤・費錫章

18 尚 育 1813-1847 道光15(1835)-道光27(1847) 尚灝の長子 道光18(1838)林鴻年・高人鑑

19 尚 泰 1834-1901 道光28(1848)-同治11(1872) 尚育の第2子 同治5(1866)趙新・于光甲

 中国皇帝(清代)一覧表

代 廟号　通称 　諱　(謚) 生 没 年 　　在 位 年 代   系譜関係

1 太祖  ヌルハチ(高皇帝) 1559-1626 天命元(1616)-天命11(1626) (愛新覚羅氏)

2 太宗  ホンタイジ(文皇帝) 1592-1643 天命11(1626)-崇徳8(1643) ヌルハチの第8子

3 世祖順治帝 福臨(章皇帝) 1638-1661 崇徳8(1643)-順治18(1661) ホンタイジの第9子

4 聖祖康煕帝 玄燁(仁皇帝) 1654-1722 順治18(1661)-康煕61(1722) 順治帝の第3子

5 世宗雍正帝 胤禛(憲皇帝) 1678-1735 康煕61(1722)-雍正13(1735) 康煕帝の第4子

6 高宗乾隆帝 弘暦(純皇帝) 1711-1799 雍正13(1735)-乾隆60(1795) 雍正帝の第4子

7 仁宗嘉慶帝 顒琰(睿皇帝) 1760-1820 嘉慶元(1796)-嘉慶25(1820) 乾隆帝の第15子

8 宣宗道光帝 旻寧(成皇帝) 1782-1850 嘉慶25(1820)-道光30(1850) 嘉慶帝の第2子

9 文宗咸豊帝 奕詝(顕皇帝) 1831-1861 道光30(1850)-咸豊11(1861) 道光帝の第4子

10 穆宗同治帝 載淳(毅皇帝) 1856-1875 咸豊11(1861)-同治13(1874) 咸豊帝の長子

11 徳宗光緒帝 載湉(景皇帝) 1871-1908 同治13(1874)-光緒34(1908) 道光帝の孫

12 　　宣統帝 溥儀  1906-1967 光緒34(1908)-宣統3(1911) 光緒帝の甥
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1

目録

　

上
(康煕三十六年〜嘉慶十八年)

　

4

目録

　

下
(嘉慶十九年〜

咸

豊八年)

　

67

巻

一
(康
煕
三
十
六
年
〜
康
煕
三
十
九
年
)

二
-
〇
一
-〇

一

　国
王
尚
貞
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
赴
京
の
使
臣
の
接
回
を
請
い
、
朝
鮮
の
漂
流
民
を
送
還
す
る
咨

(
一
六
九
七
、
一
〇
、
二
七

・
康
煕
三
十
六
年
)　
1
1
9

二
-

〇
一
-〇二

　
国
王
尚
貞
の
、
赴
京
の
使
臣
の
接
回
の
た
め
都
通
事
魏
士
哲
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照

(
一
六
九
七
、

一
〇
、
二
七
)

　
1
2
1

二
-

〇
一
-

〇

三

　

皇
帝
よ
り
国
王
尚
貞
へ
、
入
貢
を
嘉
尚
し
頒
賜
す
る
勅
諭
と
目
録

(
一
六
九
七
、
九
、
二
一
)

　

1
2

3



二
-
〇

一

-
〇
四

　

礼
部
よ
り
国
王
尚
貞
あ
て
、
貢
物
の
受
領
と
賞
賜
の
勅
諭
を
賜
う
む
ね
の
咨

(
一
六
九
七
、
九
、
二
三
)

　
1
2
4

二
-
〇

一
-〇
五

　福
建
布
政
使
司
よ
り
国
王
尚
貞
あ
て
、
進
貢
使
を
接
貢
船
で
帰
国
さ
せ
る
こ
と
、

及
び
接
貢
船
に
附
搭
し
て
福
建
へ
送
っ
た
朝
鮮
人
漂
流
民
の
処
置
に
つ
い
て
の
咨

(
一
六
九
八
、
五
、

一
四

・
康
煕
三
十
七
年
)

　
1
2
5

二
-〇
一-〇
六

　

国
王
尚
貞
の
、
進
貢
の
表
(一六
九
八
、
一〇
、
二
〇
)

　
1
3
0

二
-〇
一

-
〇
七
　

国
王
尚
貞
よ
り
礼
部
あ
て
、
進
貢
の
咨
(
一六
九
八
、
一
〇
、
二
〇
)

　
1
3
2

二
-〇
一

-
〇

八

　

国
王
尚
貞
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
進
貢
の
咨
(
一六
九
八
、
一〇
、
二
〇
)

　
1
3
2

二
-〇
一-〇
九

　

国
王
尚
貞
の
、
進
貢
の
た
め
耳
目
官
毛
龍
図
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
符
文
(
一六
九
八
、
一〇
、
二
〇
)

　
1
3
3

二
-〇
一-
一〇

　

国
王
尚
貞
の
、
進
貢
の
た
め
耳
目
官
毛
龍
図
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照
(
一六
九
八
、
一〇
、
二
〇
)

　
1
3
4

二
-〇
一-

一
一

　

国
王
尚
貞
の
、
進
貢
の
た
め
都
通
事
毛
文
善
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照
(
一
六
九
八
、
一〇
、
二
〇
)

　
1
3
5

二
-〇
一-
一
二
　福
建
布
政
使
司
よ
り
国
王
尚
貞
あ
て
、
進
貢
の
受
け
入
れ
と
員
役
の
摘
回
を
知
ら
せ
る
咨
(
一六
九
九
、
六
、
一八
・康
煕
三
十
八
年
)
　
1
3
6

二
-〇
一-

一

三

　

国
王
尚
貞
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
赴
京
の
使
臣
の
接
回
を
請
う
咨
(
一
六
九
九
、
一〇
、
九
)

　
1
3
8

二
-〇
一-

一
四

　
国
王
尚
貞
の
、
赴
京
の
使
臣
の
接
回
の
た
め
都
通
事
鄭
士

綸

等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照
(一
六
九
九
、
一〇
、
九
)

　
1
3
9

二
-〇
一-

一

五

　

皇
帝
よ
り
国
王
尚
貞
へ
、
入
貢
を
嘉
尚
し
頒
賜
す
る
勅
諭
と
目
録

(一
六
九
九
、
九
、
一七
)

　
1
4
0

二
-〇
一-
一
六

　
礼
部
よ
り
国
王
尚
貞
あ
て
、
貢
物
の
受
領
と
賞
賜
の
勅
諭
を
賜
う
む
ね
の
咨
(一
六
九
九
、
九
、
一九
)

　
1
4
1

二
-〇
一-

一七

　福
建
布
政
使
司
よ
り
国
王
尚
貞
あ
て
、
進
貢
使
を
接
貢
船
で
帰
国
さ
せ
る
む
ね
の
咨
(
一七
〇
〇
、
五
、

一
三
・康
煕
三
十
九
年
)

　
1
4
1

二
-〇
一-
一八

　

国
王
尚
貞
の
、
進
貢
の
表
(一七
〇
〇
、
一〇
、
二
六
)

　
1
4

4

二
-〇
一-

一

九

　

国
王
尚
貞
よ
り
礼
部
あ
て
、
進
貢
の
咨
(一七
〇
〇
、
一〇
、
二
六
)

　
1
4
5

二
-〇
一-二
〇

　

国
王
尚
貞
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
進
貢
の
咨
(一七
〇
〇
、
一〇
、
二
六
)

　
1
4
5

二
-〇
一-二
一

　

国
王
尚
貞
の
、
進
貢
の
た
め
耳
目
官
毛
得
範
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
符
文
(一七
〇
〇
、
一〇
、
二
六
)

　
1
4
6

二
-〇
一-二
二

　

国
王
尚
貞
の
、
進
貢
の
た
め
耳
目
官
毛
得
範
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照
(一七
〇
〇
、
一〇
、
二
六
)

　
1
4
7

二
-〇
一-二

三
　
国
王
尚
貞
の
、
進
貢
の
た
め
都
通
事
毛
文
哲
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照

（
一

七
〇
〇
、
一〇
、
二
六
)

　
1
4
8



巻
二
(康
煕
四
十
年
〜
康
煕
四
十
二
年
)

二
-〇
二
-〇
一

　国王
尚
貞
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
漂
流
中
国
人
護
送
の
た
め
都
通
事
鄭
士綸

等
を
遣
わ
す
む
ね
の
咨(一

七
〇
一、
四
、
一
・康
煕
四
十
年
)　
1
5
1

二
-〇
二
-〇
二

　
国
王
尚
貞
の
、
漂
流
中
国
人
護
送
の
た
め
都
通
事
鄭
士

綸

等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照
(
一七
〇
一
、
四
、
一
〇
)

　
1
5
2

二
-〇
二
-〇
三

　
福
建
布
政
使
司
よ
り
国
王
尚
貞
あ
て
、
進
貢
の
受
け
入
れ
と
員
役
の
摘
回
を
知
ら
せ
る
咨
(
一七
〇
一、
五
、
二
五
)

　
1
5
4

二
-〇
二

-
〇
四

　

国
王
尚
貞
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
赴
京
の
使
臣
の
接
回
を
請
う
咨
(一
七
〇
一、
一〇
、
一
五
)

　
1
5
6

二
-〇
二

-〇五

　
国
王
尚
貞
の
、
赴
京
の
使
臣
の
接
回
の
た
め
都
通
事
梁
成

楫

等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照
(一
七
〇
一、
一〇
、
一五
)

　
1
5
7

二
-〇
二

-

〇
六

　

国
王
尚
貞
の
、
進
貢
の
表
(一
七
〇
二
、
一〇
、
八
・康
煕
四
十
一年
)

　
1
5
8

二
-〇
二
-〇
七

　

国
王
尚
貞
よ
り
礼
部
あ
て
、
進
貢
の
咨
(一七
〇
二
、
一〇
、
八
)

　
1
5
9

二
-〇
二

-〇
八

　国
王
尚
貞
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
進
貢
し
、
あ
わ
せ
て
昨
年
派
遣
し
た
船
の
速
や
か
な
摘
回
を
請
う
咨

(
一
七
〇
二
、
一
〇
、
八
)
　
1
5
9

二
-〇
二

-
〇
九

　

国
王
尚
貞
の
、
進
貢
の
た
め
耳
目
官
毛
興
龍
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
符
文

(
一
七
〇
二
、

一
〇
、
八
)

　
1
6
0

二
-〇
二
-

一

〇
　

国
王
尚
貞
の
、
進
貢
の
た
め
耳
目
官
毛
興
龍
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照

(
一
七
〇
二
、

一
〇
、
八
)

　
1
6
1

二
-〇
二

-
一

一
　

国
王
尚
貞
の
、
進
貢
の
た
め
都
通
事
毛
文
善
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照

(
一
七
〇
二
、

一
〇
、
八
)

　
1
6
2

二
-〇
二

-
一二

　
礼
部
よ
り
国
王
尚
貞
あ
て
、
琉
球
の
貢
使
の
従
者
が

浙

江
に
漂
着
し
た
む
ね
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
七
〇
二
、
九
、
一
八
)

　
1
6
3

二
-〇
二
-
一三

　福
建
布
政
使
司
よ
り
国
王
尚
貞
あ
て
、
進
貢
の
受
け
入
れ
と
、
員
役の

摘
回
を
知
ら
せ
、

あ
わ
せ
て
浙
江
へ
漂
流
し
た
二
人
の
水
夫
を
附
搭
し
て
帰
国
さ
せ
る
む
ね
の
咨

(
一
七
〇
三
、
五
、
一
六
・
康
煕
四
十
二
年
)
　
1
6
6

二
-〇
二

-
一四

　国
王
尚
貞
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
赴
京
の
使
臣
の
接
回
を
請
い
、
漂
流
し
た
水
夫
の
救

恤
を
謝
す
る
咨

(
一
七
〇
三
、

一
〇
、
二
八
)
　
1
7
4

二
-〇
二

-
一
五

　
国
王
尚
貞
の
、
赴
京
の
使
臣
の
接
回
の
た
め
都
通
事
金

溥

等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照

(
一
七
〇
三
、

一
〇
、
二
八
)

　
1
7
5

巻
三

(康
煕
四
十
二
年
〜
康
煕
四
十
四
年
)

二
-〇
三

-
〇
一

　

皇
帝
よ
り
国
王
尚
貞
へ
、
入
貢
を
嘉
尚
し
頒
賜
す
る
勅
諭
と
目
録

(
一
七
〇
三
、
一
〇
、
八
)

　
1
7
7

二
-〇
三
-
〇二
　礼
部
よ
り
国
王
尚
貞
あ
て
、
貢
物
の
受
領
と
賞
賜
の
勅
諭
を
賜
い
、



ま
た
先
年
漂
流
の
難
民
二
人
は
既
に
福
建
よ
り
出
港
し
た
む
ね
を
知
ら
せ
る咨

(
一
七
〇
三
、

一
〇
、

一
〇
)　1
7
7

二
-
〇
三
-
〇
三

　福
建
布
政
使
司
よ
り
国
王
尚
貞
あ
て
、
進
貢
使
を
接
貢
船
で
帰
国
さ
せ
る
こ
と
、

及
び
従
者
に
よ
る
殴
死
事
件
に
つ
い
て
の
咨

(
一
七
〇
四
、
六
、

一
六

・康
煕
四
十
三
年
)
　
1
7
8

二
-〇
三
-〇
四

　

国
王
尚
貞
の
、
進
貢
の
表
(一七
〇
四
、
一〇
、
一二
)

　

1
8
2

二
-〇
三
-〇
五

　

国
王
尚
貞
よ
り
礼
部
あ
て
、
進
貢
の
咨
(一
七
〇
四
、
一〇
、
一二
)

　
1
8
3

二
-〇
三
-〇
六

　

国
王
尚
貞
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
進
貢
の

咨

(一
七
〇
四
、
一〇
、
一
二
)

　
1
8
3

二
-〇
三
-〇
七

　

国
王
尚
貞
の
、
進
貢
の
た
め
耳
目
官
温
開
栄
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
符
文
(
一七
〇
四
、
一
〇
、
一
二
)

　
1
8
4

二
-〇
三
-〇
八

　

国
王
尚
貞
の
、
進
貢
の
た
め
耳
目
官
温
開
栄
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照
(一
七
〇
四
、
一
〇
、
一
二
)

　
1
8
5

二
-〇
三

-
〇
九

　
国
王
尚
貞
の
、
進
貢
の
た
め
都
通
事
玩
維
徳
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照
(一
七
〇
四
、
一〇
、
一二
)

　
1
8
6

二
-〇
三

-
一
〇
　福
建
布
政
使
司
よ
り
国
王
尚
貞
あ
て
、
進
貢
の
受
け
入
れ
と
、
員
役
の
摘
回
を
礼
部
の
部
覆
を
待
た
ず
に
行
う
む
ね
知
ら
せ
る
咨

(
一
七
〇
五
、
六
、
一
三
・
康
煕
四
十
四
年
)　
1
8
7

二
-〇
三
-
一
一

　

国
王
尚
貞
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
赴
京
の
使
臣
の
接
回
を
請
う
咨

(
一
七
〇
五
、

一
〇
、

一
九
)

　
1
9

2

二
-〇
三

-
一二

　
国
王
尚
貞
の
、
赴
京
の
使
臣
の
接
回
の
た
め
都
通
事
陳
其
湘
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照

(
一
七
〇
五
、

一
〇
、

一
九
)

　
1
9
3

巻
四

(康
煕
四
十
四
年
〜
康
煕
四
十
七
年
)

二
-〇
四
-
〇
一

　

皇
帝
よ
り
国
王
尚
貞
へ
、
入
貢
を
嘉
尚
し
頒
賜
す
る
勅
諭
と
目
録

(
一
七
〇
五
、
一
一
、

□

)

　
1
9
5

二
-〇
四
-
〇
二

　

礼
部
よ
り
国
王
尚
貞
あ
て
、
貢
物
の
受
領
と
賞
賜
の
勅
諭
を
賜
う
む
ね
の
咨

(
一
七
〇
五
、
一
一
、
一
五
)

　
1
9
5

二
-
〇
四
-
〇
三

　福
建
布
政
使
司
よ
り
国
王
尚
貞
あ
て
、
進
貢
使
を
接
貢
船
で
帰
国
さ
せ
る
む
ね
の
咨

(
一
七
〇
六
、
六
、
三
・
康
煕
四
十
五
年
)

　
1
9
5

二
-〇
四

-

〇
四

　

国
王
尚
貞
の
、
進
貢
の
表
(一七
〇
六
、
九
、

□

)

　

1
9
7

二
-〇
四
-〇
五

　

国
王
尚
貞
よ
り
礼
部
あ
て
、
進
貢
の
咨
(
一七
〇
六
、
九
、
□
)

　
1
9

8

二
-
〇
四
-
〇
六

　
国
王
尚
貞
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
進
貢
の
こ
と
、
漂
流
民
を
送
還
す
る
こ
と
の
咨

(
一
七
〇
六
、
九
、
□
)

　
1
9
9

二
-
〇
四
-
〇
七

　

国
王
尚
貞
の
、
進
貢
の
た
め
耳
目
官
馬
元
勲
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
符
文

(
一
七
〇
六
、
九
、
□
)

　
2
0
0



二
-〇
四
-

〇

八

　

国
王
尚
貞
の
、
進
貢
の
た
め
耳
目
官
馬
元
勲
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照

(
一
七
〇
六
、
九
、
□
)

　
2
0
1

二
-〇
四
-〇
九

　

国
王
尚
貞
の
、
進
貢
の
た
め
都
通
事
陳
其
瀾
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照

(
一
七
〇
六
、
九
、
□
)

　
2
0
2

二
-
〇
四

-
一
〇
　福
建
布
政
使
司
よ
り
国
王
尚
貞
あ
て
、
進
貢
を
受
け
入
れ
た
こ
と
、
漂
流
民
を
本
籍
に
落
ち
着
か
せ
る
こ
と
の
咨

(
一
七
〇
七
、
七
、
三
・
康
煕
四
十
六
年
)　2
0
3

二
-〇
四
-

一

一

　

国
王
尚
貞
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
進
貢
使
の
接
回
を
請
う

咨
（
一

七
〇
七
)

　
2
0
7

二
-〇
四
-

一
二

　

国
王
尚
貞
の
、
赴
京
の
使
臣
の
接
回
の
た
め
都
通
事

阮

維
新
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照
(
一七
〇
七
)

　
2
0
8

二
-〇
四
-

一

三

　

皇
帝
よ
り
国
王
尚
貞
へ
、
入
貢
を
嘉
尚
し
頒
賜
す
る
勅
諭
と
目
録

(
一七
〇
七
、
一
二
、
三
)

　
2
0
9

二
-〇
四
-

一
四

　

礼
部
よ
り
国
王
尚
貞
あ
て
、
貢
物
の
受
領
と
賞
賜
の
勅
諭
を
賜
う
む
ね
の
咨

(
一七
〇
七
、
一二
、
四
)

　
2
0
9

二
-〇
四
-

一五

　福
建
布
政
使
司
よ
り
国
王
尚
貞
あ
て
、
進
貢
使
を
接
貢
船
で
帰
国
さ
せ
る
む
ね
の

咨(一七
〇
八
、
五
、
一
六
・康
煕
四
十
七
年
)

　
2
1
0

二-〇
四
-

一

六

　

国
王
尚
貞
の
、
進
貢
の表
(一七
〇
八
、
一〇
、
□
)

　
2
1
2

二-〇
四
-
一七

　

国
王
尚
貞
よ
り
礼
部
あ
て
、
進
貢
の

咨

(一七
〇
八
、
一〇
、
□
)

　2
1
3

二-〇
四
-

一

八

　

国
王
尚
貞
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
進
貢
の咨
(一七
〇
八
、
一〇
、
□
)

　
2
1
3

二
-〇
四-

一
九

　
国
王
尚
貞
の
、
進
貢
の
た
め
耳
目
官
向
英
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
符
文
(一七
〇
八
、
一〇
、
□
)

　
2
1
4

二
-〇
四-二
〇

　
国
王
尚
貞
の
、
進
貢
の
た
め
耳
目
官
向
英
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照
(一七
〇
八
、
一〇
、
□
)

　
2
1
5

二
-〇
四-二
一

　
国
王
尚
貞
の
、
進
貢
の
た
め
都
通
事
曾
暦
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照
(一七
〇
八
、
一〇
、
□
)

　
2
1
6

巻
五

(康
煕
四
十
八
年
〜
康
煕
四
十
九
年
)

二
-〇
五
-〇

一

　世
孫
尚
益
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
進
貢
使
の
接
回
を
請
い
、
進
貢
船
二
隻
の
帰
途
に
お
け
る
遭
難
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
七
〇
九
、
一
一
、
七
・
康
煕
四
十
八
年
)　
2
1
7

二
-
〇
五
-

〇
二

　
世
孫
尚
益
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
国
王
尚
貞
と
世
子
尚
純
の
死
去
を
知
ら
せ
る
咨

（
一

七
〇
九
、
一
一
、
七
)

　
2
1
8

二
-
〇
五
-〇
三

　
世
孫
尚
益
の
、
赴
京
の
使
臣
の
接
回
の
た
め
都
通
事

蔡

文
漢
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照

(
一
七
〇
九
、

一
〇
、
□
)

　
2
1
9

二
-
〇
五
-

〇

四

　

皇
帝
よ
り
国
王
尚
貞
へ
、
入
貢
を
嘉
尚
し
頒
賜
す
る
勅
諭
と
目
録

(
一
七
〇
九
、
一
一
、

一
五
)

　

2
2
0



二
-
〇
五
-
〇
五

　

礼
部
よ
り
国
王
尚
貞
あ
て
、
貢
物
の
受
領
と
賞
賜
の
勅
諭
を
賜
う
む
ね
の
咨

(
一
七
〇
九
、

一
一
、
一
七
)

　
2
2
0

二
-
〇
五
-
〇
六

　
礼
部
よ
り
国
王
尚
貞
あ
て
、
琉
球
の
漂
流
民
を
接
貢
船
で
帰
国
さ
せ
る
む
ね
の
咨

(
一
七
〇
九
、

一
一
、
一
七
)

　

2

2
1

二
-
〇
五
-

〇七

　福
建
布
政
使
司
よ
り
世
孫
尚
益
あ
て
、
進
貢
使
と
報
喪
使
と
漂
流
民
を
接
貢
船
で
帰
国
さ
せ
る
む
ね
の
咨(

一
七
一
〇
、
六
、
八

・
康
煕
四
十
九
年
)　
2
2
1

二
-
〇
五
-〇
八

　
福
建
布
政
使
司
よ
り
世
孫
尚
益
あ
て
、
康
煕
五
十
年
の
暦
書
を
頒
布
す
る
む
ね
の
咨

(
一
七
一
〇
、

一
二
、

一
九
)

　
2
2
4

二
-
〇
五
-〇
九

　福
建
布
政
使
司
よ
り
世
孫
尚
益
あ
て
、
国
王
尚
貞
と
世
子
尚
純
の
死
去
の
報
を
受
け
た
こ
と
、
報
喪
使
を
帰
国
さ
せ
る
こ
と
の
咨

(
一
七

一
〇
、
六
、
八
)　2
2
5

二
-〇
五

-
一
〇
　

世
孫
尚
益
の
、
進
貢
の
表
(一七
一〇
、
一〇
、
□
)

　
2
2
8

二
-〇
五

-
一

一

　

世
孫
尚
益
よ
り
礼
部
あ
て
、
進
貢
の
咨
(一七
一
〇
、
一〇
、
□
)

　
2
2
9

二
-〇
五
-
一
二

　

世
孫
尚
益
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
進
貢
の
咨

(一七
一
〇
、
一〇
、
□
)

　
2
2
9

二
-〇
五
-

一
三
　

世
孫
尚
益
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
漂
流
民
の
送
還
を
謝
す
る
咨
(
一七
一〇
、
一
〇
、
□
)

　
2
3
0

二
-〇
五

-
一
四

　

世
孫
尚
益
の
、
進
貢
の
た
め
耳
目
官
孟
命
時
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
符
文
(
一七
一
〇
、
一〇
、
□
)

　
2
3
0

二
-〇
五
-
一五

　

世
孫
尚
益
の
、
進
貢
の
た
め
耳
目
官
孟
命
時
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照
(
一七
一
〇
、
一〇
、
□
)

　
2
3
1

二
-〇
五
-
一六

　

世
孫
尚
益
の
、
進
貢
の
た
め
都
通
事

蔡
壎

等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照
(一
七
一
〇
、
一〇
、
□
)

　
2
3
2

巻
六

(康
煕
五
十
年
〜
康
煕
五
十
二
年
)

二
-
〇
六
-
〇
一

　福
建
布
政
使
司
よ
り
世
孫
尚
益
あ
て
、
進
貢
を
受
け
入
れ
た
こ
と
、
摘
回
の
員
役
を
帰
国
さ
せ
る
こ
と
の
咨

(
一
七
一
一
、
五
、
二
九

・
康
煕
五
十
年
)　
2
3
3

二
-
〇
六
-〇
二

　

世
孫
尚
益
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
進
貢
使
の
接
回
を
請
う
咨

(
一
七

一
一
、

一
〇
、
二
四
)

　
2
3
5

二
-〇
六
-〇
三

　

世
孫
尚
益
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
康
煕
五
十
年
の
暦
書
を
奉
ず
る
む
ね
の

咨

(
一
七
一
一
、

一
〇
、
□
)

　
2
3
6

二
-〇
六
-〇
四

　

世
孫
尚
益
の
、
赴
京
の
使
臣
の
接
回
の
た
め
都
通
事
魏

鸞

等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照

(
一
七

一
一
、

一
〇
)

　
2
3
7

二
-〇
六
-
〇
五

　

皇
帝
よ
り
世
孫
尚
益
へ
、
入
貢
を
嘉
尚
し
頒
賜
す
る
勅
諭
と
目
録

(
一
七

一
一
、

一
一
、
二
五
)

　
2
3
7



二
-〇
六

-
〇
六

　

礼
部
よ
り
世
孫
尚
益
あ
て
、
貢
物
の
受
領
と
賞
賜
の
勅
諭
を
賜
う
む
ね
の
咨

(
一
七
一
一
、

一
一
、
二
六
)

　
2
3
8

二
-〇
六
-
〇
七

　福
建
布
政
使
司
よ
り
世
孫
尚
益
あ
て
、
進
貢
使
を
接
貢
船
で
帰
国
さ
せ
る
む
ね
の
咨

(
一
七

一
二
、
七
、
二
五

・康
煕
五
十

一
年
)

　
2
3
8

二
-〇
六
-〇
八

　

世
曾
孫
尚
敬
の
、
進
貢
の
表
(一七
一二
、
一
一、
六
)

　
2
4
0

二
-〇
六
-〇
九

　

世
曾
孫
尚
敬
よ
り
礼
部
あ
て
、
進
貢
の
咨
(一
七
一
二
、
一
一、
六
)

　
2
4
1

二
-〇
六
-

一

〇

　

世
曾
孫
尚
敬
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
進
貢
の
咨
(一
七
一
二
、
一
一、
六
)

　
2
4
1

二
-〇
六
-

一
一

　
世
曾
孫
尚
敬
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
世
孫
尚
益
の
死
去
を
知
ら
せ
る
咨
(一七
一
二
、
一
一
、
六
)

　
2
4
2

二
-〇
六
-

一
二

　

世
曾
孫
尚
敬
の
、
進
貢
の
た
め
耳
目
官
毛
九
経
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
符
文
(
一七
一二
、
□
、
□
)

　
2
4
3

二
-〇
六
-

一
三

　

世
曾
孫
尚
敬
の
、
進
貢
の
た
め
耳
目
官
毛
九
経
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照
(一
七
一二
、
□
、
□
)

　
2
4
4

二
-〇
六
-

一
四

　
世
曾
孫
尚
敬
の
、
進
貢
の
た
め
正
議
大
夫
楊
聯
桂
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照
(
一七
一
二
、
□
、
□
)

　
2
4
5

二
-〇
六
-
一五
　福
建
布
政
使
李
発
甲
よ
り
世
曾
孫
尚
敬
あ
て
、
五
十
年
の
接
貢
船
は
既
に
帰
国
し
た
こ
と
、
漂
流
民
を
送
還
す
る
こ
と
、

進
貢
使
蔡
灼
が
死
去
し
た
こ
と
、
礼
部
の
通
知
を
待
た
ず
摘
回
の
員
役
を
帰
国
さ
せ
る
こ
と
の咨

(一
七
一
三
、
七
、
三
・康
煕
五
十
二
年
)
　
2
4
6

二
-
〇
六
-
一
六

　署
理
福
建
布
政
使
司
事
劉

涵よ
り
世
曾
孫
尚
敬
あ
て
、
康
煕
五
十
二
年
の
暦
書
を
頒
布
す
る
む
ね
の

咨(
一
七

一
二
、

一
〇
、
一
八
)

　
2
5
2

二
-
〇
六
-

一
七

　

福
建
布
政
使
李
発
甲
よ
り
世
曾
孫
尚
敬
あ
て
、
規
礼
銀
を
返
却
す
る
咨

(
一
七

一
三
、
六
、
一
六
)

　
2
5
3

二
-〇
六
-

一
八

　
福
建
布
政
使
李
発
甲
よ
り
世
曾
孫
尚
敬
あ
て
、
糧
駅
道
あ
て
の
規
礼
銀
を
返
却
す
る
咨

(
一
七

一
三
、
六
、
一
七
)

　
2
5
5

二
-〇
六
-
一九

　福
建
布
政
使
李
発
甲
よ
り
世
曾
孫
尚
敬
あ
て
、
世
孫
尚
益
の
死
去
の
報
を
受
け
た
こ
と
、
報
喪
使
を
帰
国
さ
せ
る
こ
と
の
咨

(
一
七

一
三
、
七
、
三
)　
2
5
6

二
-〇
六
-
二
〇

　世
曾
孫
尚
敬
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
進
貢
使
の
接
回
を
請
う
こ
と
、
五
十
年
の
接
貢
船
が
帰
国
し
た
こ
と
、

漂
流
民
の
送
還
と
蔡
灼
へ
の
恩恤

を
謝
す
る
こ
と
の咨

(
一
七
一
三
、

一
一
、
九
)　
2
5
8

二
-
〇
六
-
二

一

　世
曾
孫
尚
敬
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
康
煕
五
十

一
年

・
五
十
二
年
の
暦
書
を
奉
ず
る
む
ね
の
咨

(
一
七

一
三
、

一
一
、
九
)

　
2
5
9

二
-〇
六
-
二
二

　
世
曾
孫
尚
敬
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
返
却
さ
れ
た
規
礼
銀
を
受
領
し
た
む
ね
の
咨

(
一
七

一
三
、
一
一
、
九
)

　
2
6
0

二
-
〇
六

-
二
三
　
世
曾
孫
尚
敬
の
、
赴
京
の
使
臣
の
接
回
の
た
め
都
通
事
梁
承

寔

等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照

(
一
七

一
三

、

一
一
、
九
)

　
2
6
1



巻
七

(康
煕
五
十
二
年
〜
康
煕
五
十
四
年
)

二
-〇
七
-〇
一

　

皇
帝
よ
り
世
曾
孫
尚
敬
へ
、
入
貢
を
嘉
尚
し
頒
賜
す
る
勅
諭
と
目
録

(
一
七
一
三
、
一
二
、
二
)

　
2
6
3

二
-〇
七
-
〇
二

　

皇
帝
の
、
客
死
し
た
正
議
大
夫

蔡

灼
に
対
す
る
諭
祭
文

(
一
七
一
三
、
一
一
、
二
九
)

　

2
6

3

二
-〇
七
-
〇
三

　
礼
部
よ
り
世
曾
孫
尚
敬
あ
て
、
進
貢
の
完
了
と
賞
賜
の
勅
書
の
頒
発
を
知
ら
せ
る

咨

(
一
七

一
三

、
一
二
、
六
)

　
2
6
4

二
-〇
七
-
〇
四

　福
建
布
政
使
司
よ
り
世
曾
孫
尚
敬
あ
て
、
進
貢
使
を
接
貢
船
で
帰
国
さ
せ
る
む
ね
の
咨

(
一
七
一
四
、
六
、
二
九
・
康
煕
五
十
三
年
)
　
2
6
4

二
-〇
七
-〇
五

　

世
曾
孫
尚
敬
の
、
進
貢
の
表
(一七
一四
、
一
一、
一
一)

　
2
6
6

二
-〇
七
-〇
六

　

世
曾
孫
尚
敬
よ
り
礼
部
あ
て
、
進
貢
の
咨
(一
七
一
四
、
一
一
、
一
一)

　
2
6
7

二
-
〇
七
-
〇
七

　
世
曾
孫
尚
敬
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
進
貢
の
た
め
耳
目
官
馬
献
功
ら
を
派
遣
す
る
咨

(
一
七

一
四
、
一
一
、

一
一
)

　
2
6
8

二
-〇
七
-
〇
八

　
世
曾
孫
尚
敬
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
康
煕
五
十
三
年
の
暦
書
を
奉
ず
る
む
ね
の

咨

(
一
七

一
四
、

一
〇
、
□
)

　
2
6
9

二
-
〇
七
-
〇
九

　

世
曾
孫
尚
敬
の
、
進
貢
の
た
め
耳
目
官
馬
献
功
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
符
文

(
一
七
一
四
、

一
一
、

一
一
)

　
2
6
9

二
-
〇
七
-

一
〇
　

世
曾
孫
尚
敬
の
、
進
貢
の
た
め
耳
目
官
馬
献
功
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照

(
一
七
一
四
、

一
一
、

一
一
)

　
2
7
0

二
-
〇
七
-
一
一

　

世
曾
孫
尚
敬
の
、
進
貢
の
た
め
都
通
事
陳
其
湘
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照

(
一
七
一
四
、

一
一
、
一
一
)

　
2
7
1

二
-
〇
七
-
一二
　
福
建
布
政
使
司
よ
り
世
曾
孫
尚
敬
あ
て
、
進
貢
の
受
け
入
れ
と
、

広
東
に
漂
着
し
た
琉
球
人
四
十
二
名
の
送
還
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
七
一
五
、
七
、
八
・
康
煕
五
十
四
年
)　2
7
2

二
-
〇
七
-
一
三

　福
建
布
政
使
司
よ
り
国
王

(世
曾
孫
ノ
誤

カ)
尚
敬
あ
て
、
康
煕
五
十
四
年
の
暦
書
を
頒
布
す
る
む
ね
の
咨

(
一
七

一
四
、
一
二
、
二

一)
　
2
7
6

二
-〇
七
-
一四

　世
曾
孫
尚
敬
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
接
回
の
た
め
都
通
事
鄭
士
絢
ら
を
派
遣
、

な
ら
び
に
便
乗
さ
せ
る
朝
鮮
漂
流
民
の
本
国
へ
の
送
還
を
依
頼
す
る
咨

(
一
七

一
五
、
一
一
、

一
一
)　
2
7
7

二
-〇
七
-
一
五

　
世
曾
孫
尚
敬
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
康
煕
五
十
四
年
の
暦
書
を
奉
ず
る
む
ね
の
咨

（
一

七

一
五
、

一
一
、

一

一
）　
2
7
8

二
-〇
七
-

一六

　世曾
孫
尚
敬
の
、
赴
京
の
使
臣
の
接
回
の
た
め
都
通
事
鄭
士
絢
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照

(
一
七

一
五
、

一
一
、
一
一)

　
2
7
9

巻
八

(康
煕
五
十
四
年
〜
康
煕
五
十
五
年
)

二
-
〇
八
-
〇
一

　

皇
帝
よ
り
世
曾
孫
尚
敬
へ
、
入
貢
を
嘉
尚
し
頒
賜
す
る
勅
諭
と
目
録

(
一
七
一
五
、

一
一
、
□
)

　
2
8
1



二
-
〇
八
-
〇
二

　
礼
部
よ
り
世
曾
孫
尚
敬
あ
て
、
貢
物
の
受
領
と
賞
賜
の
勅
諭
を
賜
う
む
ね
の

咨

(
一
七
一
五
、

一
一
、
二
九
)

　
2
8
1

二
-
〇
八
-
〇
三

　
礼
部
よ
り
世
曾
孫
尚
敬
あ
て
、
漂
着
の
琉
球
人
を
福
建
に
送
り
、
帰
国
を
待
機
さ
せ
る
む
ね
の

咨

(
一
七

一
五
、
八
、

一
)

　
2
8
2

二
-
〇
八
-
〇
四

　福
建
布
政
使
司
よ
り
世
曾
孫
尚
敬
あ
て
、
漂
流
の
朝
鮮
国
人
を
受
け
入
れ
、
ま
た
接
貢
船
を
帰
国
さ
せ
る
む
ね
の
咨

(
一
七
一
六
、
五
、
二
八

・
康
煕
五
十
五
年
)
　
2
8
3

二
-
〇
八
-
〇
五

　
福
建
布
政
使
司
よ
り

(世
曾
孫
)
尚
敬
あ
て
、
康
煕
五
十
五
年
の
暦
書
を
頒
布
す
る
む
ね
の
咨

(
一
七

一
五
、

一
二
、
七
)

　
2
8
7

二
-〇
八
-〇
六

　

世
曾
孫
尚
敬
の
、
進
貢
の
表
(一七
一六
、
一〇
、
一
一)

　
2
8
8

二
-〇
八
-〇
七

　

世
曾
孫
尚
敬
の
、
請
封
の
表
(一七
一六
、
一〇
、
一
一)

　
2
8
9

二
-〇
八
-〇
八

　

世
曾
孫
尚
敬
の
、
請
封
の
奏
(一七
一六
、
一〇
、
一
一)

　
2
9
0

二
-〇
八
-〇
九

　

世
曾
孫
尚
敬
よ
り
礼
部
あ
て
、
進
貢
の
咨
(一七
一六
、
一〇
、
一
一)

　
2
9
1

二
-〇
八
-
一〇

　

世
曾
孫
尚
敬
よ
り
礼
部
あ
て
、
請
封
の
咨
(一七
一六
、
一〇
、
一
一)

　
2
9
1

二
-〇
八
-

一一

　中山
王
府
の
法
司
官
翁
自
道
等
よ
り
礼
部
あ
て
、
世
曾
孫
尚
敬
の
襲
封
を
請
う
む
ね
の
結
状
(一七
一六
、
一〇
、
一
一)

　
2
9
2

二
-〇
八
-
一二
　中
山
王
府
の
法
司
官
翁
自
道
等
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
世
曾
孫
尚
敬
の
襲
封
を
請
う
む
ね
の
結
状
(一七
一六
、
一〇
、
一
一)
　
2
9
5

二
-〇
八
-
一三

　

世
曾
孫
尚
敬
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
進
貢
の
咨
(一七
一六
、
一〇
、
一
一)

　
2
9
8

二
-〇
八
-

一

四

　

世
曾
孫
尚
敬
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
請
封
の
咨
(一七
一六
、
一〇
、
一七
)

　
2
9
9

二
-〇
八
-
一五

　
世
曾
孫
尚
敬
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
康
煕
五
十
五
年
の
暦
書
を
奉
ず
る
む
ね
の
咨
(一七
一六
、
一〇
、
一
一)

　
2
9
9

二
-〇
八
-
一六

　
世
曾
孫
尚
敬
の
、
進
貢
し
封
を
請
う
た
め
耳
目
官
夏
執
中
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
符
文
(一七
一六
、
一〇
、
一
一)

　
3
0
0

二
-〇
八
-

一七

　
世
曾
孫
尚
敬
の
、
進
貢
し
封
を
請
う
た
め
耳
目
官
夏
執
中
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照
(一七
一六
、
一〇
、
一
一)

　
3
0
1

二
-〇
八
-
一八

　
世
曾
孫
尚
敬
の
、
進
貢
し
封
を
請
う
た
め
都
通
事
梁
承

寔

等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照
(一七
一六
、
一〇
、
一
一)

　
3
0
2

巻
九

(康
煕
五
十
六
年
〜
康
煕
五
十
七
年
)

二
-
〇
九
-
〇
一

　福
建
布
政
使
司
よ
り
世
曾
孫
尚
敬
あ
て
、
進
貢
使
の
受
け
入
れ
と
尚
敬
の
請
封
に
関
す
る
む
ね
の
咨(

一
七
一
七
、
六
、

一
五

・
康
煕
五
十
六
年
)
　
3
0
3



二
-〇
九
-
〇
二

　福建
布
政
使
司
よ
り

(世
曾
孫
)
尚
敬
あ
て
、
康
煕
五
十
六
年
の
暦
書
を
頒
布
す
る
む
ね
の
咨

(
一
七

一
六
、

一
二
、
二
一
)

　
3
0
7

二
-〇
九
-
〇
三

　

世
曾
孫
尚
敬
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
接
貢
船
を
派
遣
す
る
む
ね
の
咨

(
一
七

一
七
、

一
〇
、
八
)

　
3
0
8

二
-〇
九
-
〇
四

　
世
曾
孫
尚
敬
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
康
煕
五
十
六
年
の
暦
書
を
奉
ず
る
む
ね
の
咨

(
一
七

一
七
、

一
〇
、
八
)

　
3
0
8

二
-〇
九
-
〇
五

　
世
曾
孫
尚
敬
の
、
赴
京
の
使
臣
の
接
回
の
た
め
都
通
事
鄭
廷
極
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照

(
一
七

一
七
、

一
〇
、
八
)

　
3
0
9

二
-〇
九
-
〇
六

　
皇
帝
よ
り
世
曾
孫
尚
敬
へ
、
入
貢
を
嘉
尚
し
頒
賜
す
る
勅
諭
と
目
録

(
一
七

一
八
、
三
、

□

・
康
煕
五
十
七
年
)

　
3
1
0

二
-〇
九
-
〇
七

　

礼
部
よ
り
世
曾
孫
尚
敬
あ
て
、
貢
物
の
受
領
と
賞
賜
の
勅
諭
を
賜
う
む
ね
の
咨

（
一

七

一
八
、
三
、
二
七
)

　
3
1
0

二
-〇
九
-
〇
八

　礼部
よ
り
世
曾
孫
尚
敬
あ
て
、
尚
敬
を
琉
球
国
中
山
王
に
封
じ
、
ま
た
先
王
に

恤

を
賜
う
む
ね
の
咨

(
一
七

一
八
、
三
、

一
〇
)

　
3
1
1

二
-
〇
九
-
〇
九

　

礼
部
よ
り
世
曾
孫
尚
敬
あ
て
、
尚
敬
を
琉
球
国
中
山
王
に
封
ず
る
む
ね
の
咨

(
一
七
一
八
、
三
、
二
七
)

　
3
1
4

二
-〇
九
-

一〇
　
福
建
布
政
使
司
よ
り
世
曾
孫
尚
敬
あ
て
、
進
貢
使
を
入
京
さ
せ
賞
賜
し
、
ま
た
接
貢
船
に
て
帰
国
さ
せ
る
む
ね
の
咨

(
一
七

一
八
、
七
、
一
〇
)　3
1
5

二
-
〇
九
-
一
一

　
福
建
布
政
使
司
よ
り

(世
曾
孫
)
尚
敬
あ
て
、
康
煕
五
十
七
年
の
暦
書
を
頒
布
す
る
む
ね
の
咨

(
一
七

一
七
、
一
二
、
四
)

　
3
1
9

二
-
〇
九
-

一二
　
世
曾
孫
尚
敬
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
漂
着
の

浙江
省
寧
波
府
定
海
鎮
の
官
兵
を
送
還
す
る
む
ね
の
咨

(
一
七

一
八
、
九
、
□
)

　
3
2
0

二
-
〇
九
-
一
三

　
世
曾
孫
尚
敬
の
、
漂
流
の
兵
士
を
送
還
す
る
た
め
都
通
事
毛
士
達
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照

(
一
七
一
八
、
九
、

□

カ
)

　
3
2
3

二
-〇
九
-
一四

　

世
曾
孫
尚
敬
の
、
進
貢
の
表
(一七
一八
、
九
、
一七
)

　

3
2
5

二
-〇
九
-
一五

　

世
曾
孫
尚
敬
よ
り
礼
部
あ
て
、
進
貢
の
咨
(一七
一
八
、
九
、
一七
)

　
3
2
5

二
-〇
九
-

一
六

　
世
曾
孫
尚
敬
よ
り
冊
封
使
あ
て
、
冊
封
使
を
迎
接
す
る
む
ね
の
咨
(
一七
一八
、
九
、
一
七
)

　
3
2
6

二
-〇
九
-
一七

　

世
曾
孫
尚
敬
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
進
貢
の
咨

(一七
一
八
、
九
、
一七
)

　
3
2
6

二
-〇
九
-
一八

　

世
曾
孫
尚
敬
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
冊
封
使
を
迎
接
す
る
む
ね
の
咨
(一
七
一
八
、
九
、
一七
)

　
3
2
7

二
-〇
九
-
一九

　
世
曾
孫
尚
敬
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
康
煕
五
十
七
年
の
暦
書
を
奉
ず
る
む
ね
の
咨
(
一七
一八
、
九
、
一
七
)

　
3
2
7

二
-〇
九
-二
〇

　世
曾
孫
尚
敬
の
、
進
貢
し
、
ま
た
冊
封
使
を
迎
接
す
る
た
め
、
耳
目
官
向

秉乾
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
符
文
(一
七
一八
、
九
、
一
七
)

　
3
2
8

二
-〇
九
-二
一

　世
曾
孫
尚
敬
の
、
進
貢
し
、
ま
た
冊
封
使
を
迎
接
す
る
た
め
、
耳
目
官
向

秉乾
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照
(一
七
一
八
、
九
、
一七
)

　
3
2
9

二
-〇
九
-二
二

　世
曾
孫
尚
敬
の
、
進
貢
し
、
ま
た
冊
封
使
を
迎
接
す
る
た
め
、
正
議
大
夫
陳
其
湘
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照
(
一七
一八
、
九
、
一
七
)　
3
3
0



巻
一〇

(康
煕
五
十
八
年
)

二
-
一
〇
-
〇一
　福
建
布
政
使
司
よ
り
世
曾
孫
尚
敬
あ
て
、
送
還
の
兵
士
を
受
け
入
れ
、
ま
た
護
送
の
官
員
等
に
賞
賜
す
る
む
ね
の

咨

(
一七
一九
、
四
、
二
四
・康
煕
五
十
八
年
)　
3
3
3

二
-
一
〇
-
〇
二

　

皇
帝
よ
り
世
曾
孫
尚
敬
へ
、
琉
球
国
中
山
王
に
封
ず
る
勅
諭
と
頒
賜
の
目
録

(一七
一八
、
八
、

□

)

　
3
3
7

二
-
一〇

-

〇
三

　

皇
帝
の
、
世
曾
孫
尚
敬
を
琉
球
国
中
山
王
に
封
ず
る
詔
(

一

七
一八
、
八
、

□

)

　
3
3
8

二
-
一
〇
-
〇四

　福
建
布
政
使
司
よ
り
世
曾
孫
尚
敬
あ
て
、
進
貢
使
を
受
け
入
れ
、
ま
た
冊
封
船
を
帰
還
の
進
貢
船
と
と
も
に
出
発
さ
せ
る
む
ね
の
咨

(
一七
一九
、
五
、
一〇

)　3
3
9

二
-

一〇

-

〇
五

　

国
王
尚
敬
の
、
冊
封
を
謝
し
て
進
貢
す
る
表

(
一七
一九
、
一
一
、
二
二
)

　
3
4
3

二
-

一
〇
-
〇

六

　

国
王
尚
敬
の
、
冊
封
を
謝
し
て
進
貢
す
る
奏

（
一

七
一九
、
一
一
、
二
二

)
　
3
4
5

二
-一
〇
-〇
七

　
国
王
尚
敬
の
、
冊
封
使
の
労
苦
を
謝
し
て
宴
金
を
収
受
さ
せ
る
こ
と
を
請
う
奏

(
一七
一九
、
一
一、
二
二
)

　
3
4
5

二
-
一〇
-〇
八

　
国
王
尚
敬
の
、
冊
封
使
の
労
苦
を
謝
し
て
宴
金
を
収
受
さ
せ
る
こ
と
を
請
う
奏

(
一七
一九
、
一
一、
二
二
)

　
3
4
7

二
-
一〇
-〇
九

　

国
王
尚
敬
よ
り
礼
部
あ
て
、
冊
封
を
謝
し
て
進
貢
す
る
む
ね
の

咨

(一
七
一
九
、
一
一
、
二
二
)

　
3
4
8

二
-
一
〇
-
一
〇

　
国
王
尚
敬
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
冊
封
を
謝
し
て
進
貢
す
る
む
ね
の

咨

(一
七
一
九
、
一
一、
二
二
)

　
3
4
9

二
-
一〇
-
一
一

　
国
王
尚
敬
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
康
煕
五
十
八
年
の
暦
書
を
奉
ず
る
む
ね
の

咨

(一七
一九
、
一
一
、
二
二
)

　
3
5
0

二
-
一〇
-
一
二

　
国
王
尚
敬
の
、
冊
封
を
謝
し
て
進
貢
す
る
た
め
王
舅
向
龍
翼
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
符
文

(
一七
一九
、
一
一、
二
二
)

　
3
5
1

二
-
一〇
-
一
三

　
国
王
尚
敬
の
、
冊
封
を
謝
し
て
進
貢
す
る
た
め
王
舅
向
龍
翼
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照

(
一七
一九
、
一
一、
二
二
)

　
3
5
2

二
-
一〇
-
一
四

　国王
尚
敬
の
、
冊
封
使
の
帰
国
を
護
送
す
る
た
め
都
通
事
鄭
士
紳
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照

(
一七
一九
、
一
一、
二
二
)

　
3
5
3

二
-
一〇
-
一
五
　国
王
尚
敬
の
、
冊
封
使
の
随
行
員
を
謝
恩
船
に
て
帰
国
さ
せ
る
た
め
存
留
通
事

蔡

用
弼
等
に
付
し
た
執
照

(
一

七
一九
、
二
、
一
二
)

　
3
5
3

巻

一
一

(康
煕
五
十
八
年
〜
康
煕
六
十
年
)

二
-

一一
-

〇
一

　

皇
帝
よ
り
国
王
尚
敬
へ
、
入
貢
を
嘉
尚
し
頒
賜
す
る
勅
諭
と
目
録

(
一
七

一
九
、
一
二
、
二
二
)

　

3
5
5

二
-

一一
-

〇
二

　

礼
部
よ
り
国
王
尚
敬
あ
て
、
貢
物
の
受
領
と
賞
賜
の
勅
諭
を
賜
う
む
ね
の

咨

(
一
七

一
九
、

一
二
、
二
〇
)

　
3
5
5



二
-
一
一
-
〇三

　福
建
布
政
使
司
よ
り
国
王
尚
敬
あ
て
、
冊
封
謝
恩
の
進
貢
の
受
け
入
れ
、
お
よ
び
前
回
の
貢
使
の
正
議
大
夫
楊
聯
桂
の
客
死
、

貿
易
の
完
了
等
を
知
ら
せ
る咨

(
一
七
二
〇
、
六
、

一
二

・
康
煕
五
十
九
年
)　
3
5
6

二
-

一一
-

〇
四

　
福
建
布
政
使
司
よ
り
国
王
尚
敬
あ
て
、
康
煕
五
十
九
年
の
暦
書
を
頒
布
す
る
む
ね
の

咨

(
一
七
二
〇
、
三
、
九
)

　
3
5
9

二
-

一
一-

〇

五

　

国
王
尚
敬
の
、
進
貢
の
表
(一七
二
〇
、
九
、
二
七
)

　
3
5

9

二
-
一
一
-〇
六

　

国
王
尚
敬
よ
り
礼
部
あ
て
、
進
貢
の
た
め
耳
目
官
毛
廷
輔
ら
を
派
遣
す
る

咨

(
一
七
二
〇
、
九
、
二
七
)

　
3
6
0

二
-

一一
-〇
七

　
国
王
尚
敬
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
進
貢
の
た
め
耳
目
官
毛
廷
輔
ら
を
派
遣
す
る

咨

(
一
七
二
〇
、
九
、
二
七
)

　
3
6
1

二
-
一
一
-

〇
八

　

国
王
尚
敬
の
、
進
貢
の
た
め
耳
目
官
毛
廷
輔
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
符
文

(
一
七
二
〇
、
九
、
二
七
)

　
3
6
1

二
-

一
一
-
〇
九

　

国
王
尚
敬
の
、
進
貢
の
た
め
耳
目
官
毛
廷
輔
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照

(
一
七
二
〇
、
九
、
二
七
)

　
3
6
2

二
-

一一-
一
〇

　

国
王
尚
敬
の
、
進
貢
の
た
め
都
通
事
金
震
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照

(
一
七
二
〇
、
九
、
二
七
)

　
3
6
3

二
-

一一-
一
一

　

皇
帝
よ
り
国
王
尚
敬
へ
、
入
貢
を
嘉
尚
し
頒
賜
す
る
勅
諭
と
目
録

(
一
七
二
〇
、

一
〇
、
二
〇
)

　
3
6
4

二
-

一一-

一
二

　
礼
部
よ
り
国
王
尚
敬
あ
て
、
貢
物
の
受
領
と
賞
賜
の
勅
諭
を
賜
う
む
ね
の

咨

(
一
七
二
〇
、

一
〇
、
二
〇
)

　
3
6
4

二
-
一
一-

一
三
　
礼
部
よ
り
国
王
尚
敬
あ
て
、
宴
金
は
旧
礼
に
よ
り
冊
封
使
に
収
受
さ
せ
る
む
ね
の
咨

(
一
七
二
〇
、
一
〇
、
二
〇
)

　
3
6
5

二
-
一
一-

一四

　礼
部
よ
り
国
王
尚
敬
あ
て
、
冊
封
使
の
代
請
し
た
子
弟
の
国
子
監
入
学
の
許
可
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
七
二
〇
、
一
〇
、
二
〇
)

　
3
6
6

二
-
一
一-

一五

　福
建
布
政
使
司
よ
り
国
王
尚
敬
あ
て
、
進
貢
の
受
け
入
れ
と
貿
易
の
完
了
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
七
二
一
、
五
、
二
四

・
康
煕
六
十
年
)
　
3
6
7

二
-
一
一
-

一
六

　
福
建
布
政
使
司
よ
り
国
王
尚
敬
あ
て
、
康
煕
六
十
年
の
暦
書
を
頒
布
す
る
む
ね
の

咨

(
一
七
二
〇
、

一
二
、
二
〇
)

　
3
6
9

二
-

一一
-
一
七

　
福
建
布
政
使
司
よ
り
国
王
尚
敬
あ
て
、
台
湾
に
漂
着
し
た
琉
球
人
四
名
を
送
還
す
る
咨

(
一
七
二
一
、
五
、
二
四
)

　
3
6
9

二
-
一
一
-
一
八

　
国
王
尚
敬
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
接
回
の
た
め
都
通
事
楊
宗
易
ら
を
派
遣
す
る
咨

(
一
七
二
一
、
一
〇
、

一
〇
)

　
3
7
2

二
-
一
一
-

一
九

　
国
王
尚
敬
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
康
煕
六
十
年
の
暦
書
を
奉
ず
る
む
ね
の

咨

(
一
七
二
一
、

一
〇
、

一
〇
)

　
3
7
3

二
-
一
一-
二
〇

　

国
王
尚
敬
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
漂
流
民
の
送
還
を
謝
す
る
咨

(
一
七
二
一
、
一
〇
、

一
〇
)

　
3
7
4

二
-
一
一-
二

一
　
国
王
尚
敬
の
、
赴
京
の
使
臣
の
接
回
の
た
め
都
通
事
楊
宗
易
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照

(
一
七
二
一
、

一
〇
、
一
〇
)

　
3
7
6



巻
一
二

(康
煕
六
十
年
〜
康
煕
六
十
一年
)

二
-
一
二
-〇
一

　

皇
帝
よ
り
国
王
尚
敬
あ
て
、
入
貢
を
嘉
尚
し
頒
賜
す
る
勅
諭
と
目
録
(
一七
二
一
、
一
二
、

□
）
　
3
7
9

二
-
一二
-〇
二

　礼部
よ
り
国
王
尚
敬
あ
て
、
進
貢
に
対
す
る
賞
賜
は
安
南
国
に
倣
い
加
賞
す
る
む
ね
の
咨

（
一

七
二
一、
一二
、
二
〇
)

　
3
7
9

二
-
一二
-〇
三

　

礼
部
よ
り
国
王
尚
敬
あ
て
、
表
文
と
方
物
の
受
領
を
知
ら
せ
る
咨
(一
七
二
一、
一
二
、
二
〇
)

　
3
8
1

二
-
一二
-〇
四

　福
建
布
政
使
司
よ
り
国
王
尚
敬
あ
て
、
進
貢
使
を
接
貢
船
で
帰
国
さ
せ
る
む
ね
の
咨
(
一七
二
二
、
六
、
一四
・康
煕
六
十
一年
)

　
3
8
1

二
-
一二
-〇
五

　
福
建
布
政
使
司
よ
り
国
王
尚
敬
あ
て
、
康
煕
六
十
一年
の
暦
書
を
頒
布
す
る
む
ね
の

咨

(
一七
二
一、
一
二
、
二
〇
)

　
3
8
5

二
-

一二-〇
六

　

国
王
尚
敬
の
、
進
貢
の
表
(一
七
二
二
、
一
一、
三
・康
煕
六
十
一年
)

　
3
8
5

二
-
一
二
-〇
七

　

国
王
尚
敬
の
、
官
生
の
太
学
入
学
を
請
う
奏

(一
七
二
二
、
一
一
、
三
)

　
3
8
6

二
-
一二
-〇
八

　

国
王
尚
敬
よ
り
礼
部
あ
て
、
賞
賜
の
加
増
を
謝
す
る
む
ね
の
咨
(
一七
二
二
、
一
一、
三
)

　
3
8
7

二
-

一
二
-〇
九

　

国
王
尚
敬
よ
り
礼
部
あ
て
、
進
貢
の

咨

(一七
二
二
、
一
一
、
三
)

　
3
8
9

二
-
一二
-
一
〇

　

国
王
尚
敬
よ
り
礼
部
あ
て
、
官
生
の
太
学
入
学
を
請
う
む
ね
の

咨

(一
七
二
二
、
一
一、
三
)

　
3
8
9

二
-
一二
-
一
一

　

国
王
尚
敬
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
賞
賜
の
加
増
を
謝
す
る
咨
(一
七
二
二
、
一
一、
三
)

　
3
9
0

二
-

一二-

一

二

　

国
王
尚
敬
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
進
貢
の
咨
(一
七
二
二
、
一
一
、
三
)

　
3
9
2

二
-
一
二
-

一
三
　
国
王
尚
敬
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
康
煕
六
十
一年
の
暦
書
を
奉
ず
る
む
ね
の

咨

(一七
二
二
、
一
一
、
三
)

　
3
9
2

二
-
一二
-

一
四

　
国
王
尚
敬
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
官
生
の
太
学
入
学
を
請
う
む
ね
の

咨

(
一七
二
二
、
一
一、
三
)

　
3
9
3

二
-
一二
-

一五

　
国
王
尚
敬
の
、
進
貢
と
入
監
す
る
官
生
の
た
め
耳
目
官
毛
弘

徤

等
を
遣
わ
す
む
ね
の
符
文
(一
七
二
二
、
一
一、
三
)

　
3
9
4

二
-
一
二
-

一
六

　

国
王
尚
敬
の
、
進
貢
の
た
め
耳
目
官
毛
弘

徤

等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照
(
一七
二
二
、
一
一、
三
)

　
3
9
5

二
-
一二
-
一
七

　

国
王
尚
敬
の
、
進
貢
の
た
め
都
通
事
紅
士
顕
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照
(
一七
二
二
、
一
一、
三
)

　
3
9
6

二
-
一二
-

一
八

　

国
王
尚
敬
の
、
入
監
の
た
め
官
生

蔡

用
佐
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照
(
一七
二
二
、
一
一
、
三
)

　
3
9
6

巻
一
三

(雍
正
元
年
)

二
-
一
三
-
〇

一
　福
建
巡
撫
よ
り
国
王
尚
敬
あ
て
、
進
貢
の
頭
号
船
の
沈
没
と
二
号
船
の
処
置
及
び
頒
賞
に
つ
い
て
の
咨



(
一
七

二
三
、
五
、

一
九

・
雍
正
元
年
)　
3
9
9

二
-
一三

-
〇二

　福
建
布
政
使
司
よ
り
国
王
尚
敬
あ
て
、
進
貢
の
頭
号
船
の
沈
没
と
二
号
船
の
処
置
及
び
頒
賞
に
つ
い
て
の
咨

(
一
七二
三

、
五
、
二
〇
)　
4
0
1

二
-
一
三
-
〇
三

　

福
建
布
政
使
司
よ
り
国
王
尚
敬
あ
て
、
雍
正
元
年
の
暦
書
を
頒
布
す
る
む
ね
の
咨

(
一
七
一
三

、
二
、
四
)

　
4
0
5

二
-
一三

-〇
四

　福
建
布
政
使
司
よ
り
国
王
尚
敬
あ
て
、
進
貢
の
頭
号
船
の
難
破
と
遭
難
者
の
致
祭
、
二
号
船
の
方
物
の
処
置
な
ど
を
知
ら
せ
る
む
ね
の
咨

(
一
七
二
三
、
五
、
二
〇
)　4
0
5

二
-

一
三

-

〇
五

　

国
王
尚
敬
の
、
進
貢
の
表
(一七

二
三

、
一〇
、
九
)

　
4

1
0

二
-

一
三

-

〇
六

　

国
王
尚
敬
の
、
進
香
の
表
(一七

二
三

、
一〇
、
九
)

　
4

1
1

二
-
一
三
-〇
七

　

国
王
尚
敬
の
、
雍
正
帝
の
即
位
を
慶
賀
す
る
奏

(
一七
二
三、
一〇
、
九
)

　
4
1
2

二
-
一
三-〇
八

　

国
王
尚
敬
の
、
進
香
の
奏
(一七

二
三

、
一〇
、
九

）
　
4
1
2

二
-
一
三-〇
九

　

国
王
尚
敬
の
、
官
生
の
国
子
監
入
学
を
請
う
む
ね
の
奏
(
一七
二

三

、
一
〇
、
九
)

　
4
1
3

二
-
一三
-

一
〇

　

国
王
尚
敬
よ
り
礼
部
あ
て
、
雍
正
帝
の
即
位
を
慶
賀
す
る
む
ね
の
咨
(
一七

二
三

、
一〇
、
九
)

　
4
1
5

二
-
一三
-

一

一

　

国
王
尚
敬
よ
り
礼
部
あ
て
、
進
香
の
咨
(一
七
二
三、
一〇
、
九
)

　
4
1
6

二
-
一三
-

一
二

　

国
王
尚
敬
よ
り
礼
部
あ
て
、
官
生
の
国
子
監
入
学
を
請
う
む
ね
の
咨
(
一七
二
三
、
一〇
、
九
)

4
1
6

二
-
一
三-
一
三

　
国
王
尚
敬
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
雍
正
帝
の
即
位
を
慶
賀
す
る
む
ね
の
咨

(一七

二
三

、
一〇
、
九
)

　
4
1
8

二
-
一
三-
一四
　国
王
尚
敬
よ
り
福
建
巡
撫
あ
て
、
進
貢
の
頭
号
船
の
沈
没
と
二
号
船
の
処
置
及
び
頒
賞
の
知
ら
せ
に
対
す
る
返
答
の
咨(一

七
二
三
、
一〇
、
九
)　
4
1
8

二
-
一
三
-
一
五

　

国
王
尚
敬
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
進
香
の

咨

(一
七

二
三

、
一〇
、
九
)

　
4
2
1

二
-
一
三-
一
六

　国
王
尚
敬
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
進
貢
の
頭
号
船
の
沈
没
と
二
号
船
の
処
置
及
び
頒
賞
な
ど
の
知
ら
せ
に
対
す
る
返
答
の
咨

(
一七
二
三
、
一〇
、□

)　
4
2
2

二
-
一
三
-
一
七

　
国
王
尚
敬
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
雍
正
元
年
の
暦
書
を
奉
ず
る
む
ね
の
咨

(
一七

二
三

、
一〇
、

□

)

　
4
2
5

二
-
一
三-
一
八
　国
王
尚
敬
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
進
貢
の
頭
号
船
の
難
破
と
遭
難
者
の
致
祭
、

二
号
船
の
方
物
の
処
置
な
ど
の
知
ら
せ
に
対
す
る
返
答
の
咨

(
一七
二
三
、
一
〇
、

□

)
…

　
4
2
6



二
-

一三

-
一
九

　

国
王
尚
敬
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
官
生
の
国
子
監
入
学
を
請
う
む
ね
の
咨

(
一
七
二
三
、

一
〇
、
九

）
　
4
2
9

二
-
一
三
-
二
〇

　国
王
尚
敬
の
、
康
煕
帝
の
進
香
と
雍
正
帝
の
即
位
慶
賀
の
た
め
王
勇
翁
国
柱
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
符
文

(
一
七
二

三
、

一
〇
、
□
)

　
4
3
1

二
-
一
三
-
二
一

　国
王
尚
敬
の
、
康
煕
帝
の
進
香
と
雍
正
帝
の
即
位
慶
賀
の
た
め
王
舅
翁
国
柱
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照

(
一
七
二
三
、
一
〇
、
□
)

　
4
3
2

二
-

一三

-
二
二

　

国
王
尚
敬
の
、
国
子
監
入
学
の
た
め
官
生
鄭

秉

哲
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照

(
一
七
二
三
、
一
〇
、
□
)

　
4
3
3

巻

一
四

(雍
正
二
年
〜
雍
正
三
年
)

二
-
一
四
-
〇
一

　福
建
布
政
使
司
よ
り
国
王
尚
敬
あ
て
、
皇
帝
即
位
の
慶
賀
使
と
官
生
を
京
に
赴
か
せ
礼
物
を
京
に
送
る
ほ
か
、

貿
易
を
終
え
た
進
貢
船
を
帰
国
さ
せ
る
む
ね
の
咨

(
一
七
二
四
、
五
、

一
・
雍
正
二
年
)

　
4
3
5

二
-
一
四
-
〇
二

　

福
建
布
政
使
司
よ
り
国
王
尚
敬
あ
て
、
進
香
の
表
文

・
祭
品
を
京
に
送
る
む
ね
の
咨

(
一
七
二
四
、
五
、

一
)

　
4
3
8

二
-

一四
-

〇
三

　
福
建
布
政
使
司
よ
り
国
王
尚
敬
あ
て
、
雍
正
二
年
の
暦
書
を
頒
布
す
る
む
ね
の

咨

(
一
七
二
三
、
一
二
、
二
〇
)

　
4
4
0

二
-

一
四-〇
四

　

国
王
尚
敬
の
、
進
貢
の
表
(一七
二
四
、
一〇
、
□
)

　
4
4
0

二
-

一
四
-〇
五

　

国
王
尚
敬
よ
り
礼
部
あ
て
、
進
貢
の

咨

(一七
二
四
、
一〇
、
□
)

　
4
4
1

二
-
一四
-〇
六

　

国
王
尚
敬
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
進
貢
の
咨
(一七
二
四
、
一〇
、
□
)

　
4
4
1

二
-
一四
-

〇
七

　
国
王
尚
敬
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
雍
正
二
年
の
暦
書
を
奉
ず
る
む
ね
の
咨
(一七
二
四
、
一〇
、
□
)

　
4
4
2

二
-
一四
-

〇
八

　

国
王
尚
敬
の
、
進
貢
の
た
め
耳
目
官
毛

徤

元
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
符
文
(一七
二
四
、
一〇
、
□
)

　
4
4
3

二
-

一四-〇
九

　

国
王
尚
敬
の
、
進
貢
の
た
め
耳
目
官
毛

徤

元
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照
(一七
二
四
、
一〇
、
□
)

　
4
4
3

二
-

一四-

一
〇

　

国
王
尚
敬
の
、
進
貢
の
た
め
都
通
事

蔡
墉

等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照
(一七
二
四
、
一〇
、
□
)

　
4
4
4

二
-

一四-

一
一

　

皇
帝
よ
り
国
王
尚
敬
へ
、
入
貢
を
嘉
尚
し
頒
賜
す
る
勅
諭
と
目
録
(一七
二
四
、
一二
、
七
)

　
4
4
5

二
-
一四
-

一二

　礼
部
よ
り
国
王
尚
敬
あ
て
、
即
位
慶
賀
の
使
者
を
召
見
し
、
御
書
の

匾額
ほ
か
を
賜
わ
った
む
ね
の
咨
(一七
二
四
、
一二
、
二
〇
)

　
4
4
5

二
-
一四
-
一
三
　礼
部
よ
り
国
王
尚
敬
あ
て
、
即
位
慶
賀
の
表
文
を
皇
帝
に
た
て
ま
つ
り
、
礼
物
を
受
領
し
た
む
ね
の
咨
(一七
二
四
、
一二
、
一〇
)

　
4
4
7

二
-
一四-

一
四

　
礼
部
よ
り
国
王
尚
敬
あ
て
、
進
香
の
祭
品
な
ど
を
受
領
し
た
む
ね
の
咨
(一七
二
四
、
一
一、
一七
)

　
4
4
7

二
-
一四
-

一
五

　
礼
部
よ
り
国
王
尚
敬
あ
て
、
国
王
な
ら
び
に
慶
賀
使
に
加
賞
す
る
む
ね
の
咨
(一七
二
四
、
一二
、
二
〇
)

　
4
4
8



二
-
一四
-
一六

　礼
部
よ
り
国
王
尚
敬
あ
て
、
官
生
鄭秉

哲

・
鄭
謙
を
国
子
監
に
入
学
さ
せ
、
死
亡
し
た
蔡

宏
訓
を
埋
葬
し
た
む
ね
の
咨

(
一
七
二
四
、
一
二
、

一
〇
)　
4
4
9

二
-

一四
-
一
七

　

礼
部
よ
り
国
王
尚
敬
あ
て
、
死
亡
し
た

蔡

宏
訓
へ
の
恩
賞
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
七
二
四
、
一
二
、
二
〇
)

　
4
5
0

二
-
一
四
-
一八

　礼
部
よ
り
国
王
尚
敬
あ
て
、
漂
流
民
西
馬
不
孤
等
二
十
三
名
、
下
里
与
等
十
六
名
を
救
恤

し
、
次
の
進
貢
船
で
送
還
す
る
む
ね
の
咨

(
一
七
二
四
、
九
、
八
)　
4
5
1

二
-
一
四
-
一
九

　福
建
布
政
使
秦
国
龍
よ
り
国
王
尚
敬
あ
て
、
雍
正
二
年
の
進
貢
を
受
け
入
れ
た
こ
と
、
慶
賀
使
へ
の
加
賞
の
こ
と
、

漂
流
民
を
送
還
す
る
こ
と
、
貿
易
を
終
え
た
進
貢
船
を
帰
国
さ
せ
る
こ
と
の
咨

(
一
七
二
五
、
五
、
二
〇・

雍
正
三
年
)
　
4
5
2

二
-

一四
-
二
〇

　
福
建
布
政
使
司
よ
り
国
王
尚
敬
あ
て
、
雍
正
三
年
の
暦
書
を
頒
布
す
る
む
ね
の
咨

(
一
七
二
四
、
一
二
、
二
〇
)

　
4
5
6

二
-
一
四

-二
一

　福
建
布
政
使
秦
国
龍
よ
り
国
王
尚
敬
あ
て
、
三
次
に
わ
た
る
漂
流
民
、
合
計
六
十

一
名
を
送
還
す
る
む
ね
の
咨

(
一
七
二
五
、
五
、
二
〇
)
　
4
5
6

二
-
一
四
-
二
二

　福
州
清
軍
海
防
分
府
沈
宗
叙
よ
り
琉
球
国
長
史
司
あ
て
、
御
書
の匾

額
の
下
賜
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
知
ら
せ
て
、

奉
迎
に
手
落
ち
の
な
い
よ
う
戒
め
る
故
牒

(
一
七
二
五
、
三
、

一
五
)
　
4
5
9

二
-

一
四

-
二

三
　

国
王
尚
敬
の
、
謝
恩
の
表
(一七
二
五
、
一
一、
二

〇
)
　

4
6
2

二
-

一四
-二
四

　

国
王
尚
敬
の
、
御
書
の

匾

額
そ
の
他
の
特
別
の
頒
賜
を
謝
す
る
奏

(
一七
二
五
、
一
一、
二
〇
)

　
4
6
3

二
-
一四
-二
五

　
国
王
尚
敬
よ
り
礼
部
あ
て
、
御
書
の

匾

額
そ
の
他
の
頒
賜
を
謝
し
て
遣
使
す
る
咨

(
一七
二
五
、
一
一、
二
〇
)

　
4
6
5

二
-

一四-二
六

　

国
王
尚
敬
よ
り
礼
部
あ
て
、
加
賞
を
謝
す
る
咨

(一
七
二
五
、
一
一
、
二
〇
)

　
4
6
6

二
-
一四
-二
七

　

国
王
尚
敬
よ
り
礼
部
あ
て
、
死
亡
し
た
官
生
へ
の
恩
賞
を
謝
す
る
咨

(一
七
二
五
、
一
一、
二
〇
)

　
4
6
7

二
-
一四
-二
八

　国王
尚
敬
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
御
書
の

匾

額
そ
の
他
の
頒
賜
を
謝
し
て
遣
使
す
る
咨

(一
七
二
五
、
一
一
、
二
〇
)

　
4
6
7

二
-
一四
-二
九

　
国
王
尚
敬
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
雍
正
三
年
の
暦
書
を
奉
ず
る
む
ね
の
咨

(
一七
二
五
、

一
一

、
二
〇
)

　
4
6
8

二
-

一四
-

三
〇

　

国
王
尚
敬
よ
り
福
建
布
政
使
司
あ
て
、
漂
流
民
の
送
還
を
謝
す
る
咨

(
一七
二
五
、
一
一、
二
〇
)

　
4
6
9

二
-
一四
-

三
一
　
国
王
尚
敬
の
、
謝
恩
の
た
め
紫
巾
官
向
得
功
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
符
文

(一七
二
五
、
一
一
、
二
〇
)

　
4
7
0

二
-
一四

-
三
二
　
国
王
尚
敬
の
、
謝
恩
の
た
め
紫
巾
官
向
得
功
等
を
遣
わ
す
む
ね
の
執
照
(
一七
二
五
、
一
一
、
二
〇
)

　
4
7
0



付

録○語注索引

　

・漢字検索
のため
の総画数
一覧

　
4
7
3

①語句索引

　
4
7
9

②人名・地名索引

　
4

9

2




